
令和８年度盛岡市国民健康保険税早見表

〇この表は、年額を示しています。

〇この表は、世帯の中のどなたかお一人だけに所得がある場合のものです。

　お二人以上の方に所得がある場合、この早見表では対応しておりませんので、

　別途お問い合わせください。

〇この表は、公的年金以外に所得がない世帯のものです。

〇この表での65歳以上とは、昭和36年１月１日以前に生まれた方をいいます。

〇二人世帯の場合、お二人とも65歳以上の場合で計算しています。

一人世帯 二人世帯

1,530,000円 430,000円 18,300円 27,300円

1,600,000円 500,000円 26,400円 35,200円

1,800,000円 700,000円 61,400円 76,300円

2,000,000円 900,000円 102,700円 99,100円

2,200,000円 1,100,000円 125,500円 121,800円

2,400,000円 1,300,000円 160,500円 172,100円

2,600,000円 1,500,000円 183,300円 194,800円

2,800,000円 1,700,000円 206,000円 217,600円

3,000,000円 1,900,000円 228,800円 258,600円

3,200,000円 2,100,000円 251,600円 281,300円

3,400,000円 2,275,000円 271,400円 301,200円

3,600,000円 2,425,000円 288,500円 318,300円

3,800,000円 2,575,000円 305,600円 335,300円

4,000,000円 2,725,000円 322,600円 352,400円

4,200,000円 2,885,000円 340,900円 370,700円

4,400,000円 3,055,000円 360,300円 390,100円

4,600,000円 3,225,000円 379,500円 409,300円

4,800,000円 3,395,000円 398,900円 428,700円

5,000,000円 3,565,000円 418,300円 448,100円

※実際の金額とは異なる場合があります。詳しくは

　健康保険課受付賦課係（019-613-8437）にお問い合わせください。

※段階で金額が決まるわけではなく、税率計算です。
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